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１．はじめに 

 

当協会では、協会会員の皆様のご協力をいただき下水道施設維持管理業務の受託実態を

毎年調査しております。 

当協会は、当協会の会員各社を含む維持管理関連企業の地位向上と益々の発展のため

に、心新たに取り組んでいるところです。 

さて、下水道処理施設の維持管理は重要なライフラインを堅持するものとして、また地

域の水環境保全、浸水の防除、地球温暖化対策や循環型社会の構築に不可欠なものです。 

当協会会員各社は、24 時間・365 日安定的な下水道処理施設の管理を行うのはもちろ

んのこと、包括的民間委託など国が推奨している PPP(官民連携)により、民間企業に任さ

れる業務範囲も徐々に増えており、従事者に求められる技術や能力も益々高度化してきて

いるため、人材の確保・育成、維持管理の効率化・質の向上に取り組んでおります。 

国が推進しているウォーターPPP の導入を検討している自治体も多くなり、さらに官民連

携が増えてくるとともに業務範囲が広がることが考えられ、これらの取り組みを強化して

いく必要があります。（今年度から SPC の物件も調査対象としました。） 

一方で、取り巻く経済環境は非常に厳しく、重要インフラ施設の維持管理を担う企業と

して必ずしも満足できる状況とは言えません。 

 

この受託実態調査結果から現状の実態をご理解いただくとともに、下水道処理施設維持

管理業の地位向上に繋がる一助となれば幸いです。 

 

 

 

 

令和 7 年 12 月 

広報渉外委員会 
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２．調査概要 

（１）調査対象企業 

令和 7年 6月時点の会員会社 136 社でした。 

（２）調査箇所 

ポンプ場、農業集落排水、漁業集落排水を除いた下水処理場のみを対象としました。 

（３）調査対象案件 

令和６年４月から令和７年３月までの期間に、1ヶ月以上の契約のある案件としまし

た。 
 

３．調査結果の概要 

維持管理業務の受託契約額、契約形態、契約年数、および受託箇所数、従事者数、ユ

ーティリティ等について調査しました。 

受託契約額は昨年度比で約 5.3%、104億円の増加となっています。 

 令和６年度 令和７年度 増減 

受託契約額(億円) 1,947 2,051 +104(5.3%) 

運転管理費(億円) 1,240 1,297 +57(4.5%) 

一人あたり運転管理費(千円) 7,984 8,446   + 462(5.8%) 

ユーティリティ(億円) 706 754   +48(6.8%) 

従事者数(人) 15,535 15,356   -179(-1.2) 

受託箇所(箇所) 1,164 1,178    +14(1.2%) 

 

契約方式については、近年技術重視の発注も増えておりますが、調査結果では一般競

争入札と指名競争入札が全体の約 55%と昨年とほぼ同等で半数以上を占めており、まだ

価格重視の傾向が見られます。 

一方、複数年契約は全体の約 77.2％となっており、毎年徐々に拡大しています。し

かしながら、全体の約 41.1％と半数近くが 2 年・3 年契約のため、さらにインセンティ

ブの促進や継続的かつ安定した維持管理が出来るような長期契約を結ぶために、協会と

して客先へアピールする必要があります。 
 

４．調査及び集計方法 

（１）調査方法        

前年提出のデータを新フォーマットに編集し、当年度分として調査票を作成しまし

た。 
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契約額は、積算要領で標準的に定められた業務費及びユーティリティ等の金額です。

 なお、金額に消費税は含まれておりません。 

受託箇所数は、一つの施設を複数の会社で受託している場合でもすべて１箇所としま

した。 

従事人員数は、受託会社が現場に配置している従事人員数としました。 

巡回管理のみの場合は、以下の式にて算出しました。  

従事人員数／日＝ 
（巡回人数／回×巡回回数／月×本年度契約月数） 

（242 日／年×本年度契約月数／12ヶ月） 

（２）集計方法          

 集計は、都道府県を次の地域別に区分しました。      

 ①北海道          

 ②東 北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）      

 ③関 東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨）    

 ④北 陸（新潟、富山、石川、福井、長野）      

 ⑤東 海（岐阜、愛知、静岡、三重）       

 ⑥近 畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）     

 ⑦中 国（鳥取、島根、岡山、広島、山口）      

 ⑧四 国（徳島、香川、愛媛、高知）       

 ⑨九 州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）    

           

（３）調査項目          

①基本事項（会社名、登録、発注者） 

②契約方式 最低制限価格制度 契約形態(仕様発注、包括的民間委託、指定管理者） 

③受託形態（単独、ＪＶ）※SPC契約の場合、発注者を SPCとする。 

④契約金額 ユーティリティ等 契約年数 

⑤従事人員 

⑥受託施設（下水道法における下水処理施設、及びその付帯施設で、ポンプ場のみの施

設は除外しております） 

⑦ユーティリティ等 

・電力、燃料、薬品および点検整備、補修工事、汚泥搬出処分、植栽、警備、その他の

ものです。 

・複数年契約におけるユーティリティ等の金額は、年度毎に等分に配分しました。 

⑧受託契約額とは契約した金額の総額を表し、運転管理費とは受託契約額からユーティ

リティ等を除いた額を指します。  
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５．調査結果 
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６．おわりに 
 

本年度の受託実態調査の結果、全国下水処理場における会員の受託契約額は、ユーテ

ィリティ・運転管理費を含めて前年比 5.4%の増となっています。昨年度の前年度比較

6.5%増に比べて微減です。 

１箇所あたりの受託金額では昨年度の約 167,226千円に比べ本年度は 174,098 千円

で約 4,1％の増で、昨年度の 6.5%から微減となりました。 

一人あたりの運転管理費は 8,446千円／人で、昨年度の 7,984千円／人から 5.8％増

で昨年度の伸び率 3.8%を若干上回りましたが、深刻な人材不足により、採用活動費、

夜間割増賃金、残業賃金などのコストが増加している状況です。下水道施設は地域住民

の生活を支える重要なインフラであり、24 時間 365 日の安定稼働が求められていま

す。安定的な人材確保と施設の持続的な運営を実現するため、委託費の適正化につい

て、強く要望していくことが重要だと考えております。 

 

契約年数についてみると、複数年契約の割合は昨年度の約 76.5%を若干上回り約 77％

となり、約 22.8％が単年度で、昨年の単年度契約の割合の 23.5%から若干ではあります

が複数年度契約が増えている傾向にあります。 

契約形態についても、昨年度の約 56.5%から若干減少しましたが半数以上の約 54.2%

が仕様書発注となっていることや、「包括的民間委託」とうたっていても、仕様書（要

求水準書等）で配置人員数や点検回数等が定められるなど、民間企業の創意工夫が反映

しにくい状況が続いているのが現状です。 

 

前述しましたように、当協会では各自治体に対して要望活動や意見交換会等でこのよ

うな問題についての改善要望を行ってきており、当協会の会員ならびに下水道維持管理

の関連企業の地位向上のために活動を継続しております。 

  労務費の上昇に見合った委託費になるよう、令和 7年 1月 28 日に協会から国交省に

要望した結果、3月 19 日付けで国交省事務連絡「下水道維持管理業務における労務単

価の適正な設定について」が地方公共団体等へ発出されました。この事務連絡の趣旨

が浸透していくよう、引き続き活動していくことが重要であると考えております。 

なお、本報告書では支部毎の数値も表記しています。他支部と見比べて、客先への

要望活動などでデータを活用していただけますと幸いです。 

 

最後に、本報告書の作成にあたり、お忙しい中にもかかわらず貴重なデータをご提供

くださった会員の方々に対し心からお礼を申し上げます。 

以 上 


